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1.  事業の概要 
1.1.  事業名 

県営大宮砂団地再生事業（以下「本事業」という。） 

 

1.2.  目的 
県営大宮砂住宅（以下「団地」という。）の建替えにより創出した事業地（以下「創出地」とい

う。）において、団地や周辺地域に貢献するサービスを提供し、団地及び地域住民の安心・安全な

暮らしを支援することを目的とする。 

 

1.3.  立地条件 
1.3.1.  創出地概要 

項目 内容 

所在地 埼玉県さいたま市見沼区東大宮三丁目５番１の一部 

敷地面積 2,630.30 m2 

現況 更地 

都市計画 

による制限 

区域区分 市街化区域 

高度地区 15m 

用途地域 第二種住居地域（過半）、第一種中高層住居専用地域 

防火・準防火地域等 建築基準法第 22 条指定区域 

その他の区域 景観誘導区域 

道路 
団地内道路 幅員６ｍ 

東側道路 埼玉県道５号線 幅員 15m 

駐車場附置義務・駐輪場附置義務 なし 

建築・造成等に関す

る制限 

建蔽率 60％（両用途地域） 

容積率 200%（両用途地域） 

日影規制 4.0h－2.5h、測定面４m 

その他 建築基準法第 86 条の２第１項（一団地認定）の認定区域内 

 

1.3.2.  県営大宮砂住宅の概要（参考） 
項目 内容 

所在地 埼玉県さいたま市見沼区東大宮三丁目５番１ 

敷地面積 55,101.84m2 

最寄駅 ＪＲ宇都宮線 東大宮駅、徒歩 13 分 

規模 15 棟 553 戸 

建設年度 昭和 39 年～平成 29 年度 

入居世帯数＊ 443 世帯（うち 65 歳以上がいる世帯：265 世帯） 

入居者数＊ 870 人 

 65 歳以上 348 人（40.0％） 

18 歳未満 111 人（12.76％） 

  

 
＊令和８年３月 10 日時点 
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1.4.  事業内容 
本事業は、創出地を埼玉県（以下「県」という。）から賃借し、団地や周辺地域に貢献するサー

ビスの提供を目的とした施設（以下、総称して「創出地活用施設」という。）を整備・運営する事

業者を県が公募するものである。 

創出地活用施設において必ず導入する機能（必須機能）及び導入可能な機能（任意機能）（以下、

総称して「導入機能」という。）は、以下の 1.4.1 及び 1.4.2 のとおりである。なお、以下の 1.4.1. 

及び 1.4.2. に掲げる機能以外は、導入することができない。 

 

1.4.1.  必須機能 
地域密着型サービス＊（１以上） 

＊「令和８（２０２６）年度さいたま市地域密着型サービス事業者公募要領（令和８年４月１

日 さいたま市福祉局長寿応援部介護保険課）」の「２ 公募するサービス種類」のうち、日

常生活圏域が見沼区（西部）又は市内全域（見沼区（西部）が含まれる場合に限る）の地域

密着型サービス 

 

1.4.2.  任意機能 
団地や周辺地域に貢献する機能（公序良俗に違反する用途、団地と周辺の住環境を害する恐れ

のある用途を除く） 

※任意機能の例：高齢者施設、子育て支援施設、医療施設 等 

  

1.5.  賃貸条件 
1.5.1.  創出地の賃貸条件 
本事業は、事業者が創出地を以下の賃貸条件で賃借し、自らの資金で創出地活用施設を整備・

所有して、維持管理・運営する独立採算型事業である。 

項目 内容 

契約形態 借地借家法第 22 条に基づく定期借地権設定契約 

賃貸料（年間） 応募者＊が提案する導入機能の用途に応じて資料1に示す算出方法により算出された

基準賃貸料以上で、応募者が事業提案書において提案する価格 

＊：3.1.3.の事業参加申込書を提出した者 

なお、賃貸料は、契約締結後３年ごとに路線価の変化に伴い改定を行うことができ

る。ただし、この場合の賃貸料が、応募者が事業提案書において提案する価格以下

である場合は、応募者が事業提案書において提案した価格を賃貸料とする。 

貸付面積 2,630.30 ㎡ 

貸付期間 創出地引渡し日から 50 年（土地返還時の建築物等除却期間を含む） 

保証金 賃貸料提案価格（様式 3-10）と同額 

創出地引渡し時期 令和８年 12 月以降 

創出地引渡し条件 現状引渡し 

貸付期間満了後 県に返還 

 

1.5.2.  創出地の賃貸条件に係る留意事項 
創出地の具体的な引渡し期日については、定期借地権設定契約の締結までに決定する。 
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なお、事業者が実測した結果、上記土地面積（2,630.30m2）に誤差が生じた場合でも賃貸料は

変更しない。 

 

1.6.  事業者の収入及び負担 
1.6.1.  事業者の収入 
(1) 創出地活用施設の運営により得られる収入は、事業者の収入となる。 

(2) 本事業において関係機関の補助金等の利用を希望する場合は、事業者が自らの責任におい

て申請等の手続きを行うものとする。なお、本事業の選定が関係機関からの補助金の交付等

を確定するものではなく、県が手続き等を調整するものではないことに留意すること。 

 

1.6.2.  事業者の負担 
(1) 事業者は、創出地活用施設の設計（地質調査等含む）及び創出地への定期借地権設定に関

する登記等の費用を負担する。 

(2) 事業者は、県との定期借地権設定契約に際し、県に契約保証金を納付し、賃貸借期間中は

賃貸料を県に支払う。 

(3) 事業者は、建築基準法第 86 条の２第１項の規定による一団地認定の申請に係る費用を負担

する。 

(4) 事業者は、創出地活用施設の整備・運営に要する費用（公租公課含む）を負担する。 

(5) 事業者は、創出地活用施設に係る除却費用を負担する。 

(6) 事業者は、創出地活用施設についてその他必要な費用を負担する。 

 

1.7.  事業者選定スケジュール 
事業者の募集及び選定のスケジュールは次のとおりである。 

日程 内容 
令和８年 

 

４月１日（水） 募集要項の公表 

４月２日（木） 

～４月 17 日（金） 
募集要項に関する質問の受付 

４月 27 日（月） 募集要項に関する質問に対する回答の公表 

４月２日（木） 

～４月 30 日（木） 
事業参加申込書の受付 

５月 15 日（金） 資格確認結果の通知 

５月 19 日（火） 

～６月 30 日（火） 
事業提案書の受付 

９月末 優先交渉権者の決定 

11 月以降 基本協定の締結 

12 月以降 契約の締結 

※応募状況等によりスケジュールを変更することがある。なお、変更する場合は、応募者全て

に速やかに通知する。 

 

1.8.  法令の遵守 
事業の実施にあたっては、本事業に関連する法令（施行令及び施行規則等を含む。）及び条例等
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を遵守する。 

 

1.8.1.  建築基準法第 86 条の２第１項（一団地認定）の認定申請 
一団地認定の手続きについては、県が申請者となり実施するが、手続きにあたって必要となる

資料作成等の事務は事業者が行うものとする。 

 

1.9.  その他の留意事項 
1.9.1.  地盤レベル 
創出地付近の地盤レベルは資料集の資料２のとおりである。設計においては、現場にて一団地

認定申請敷地内の設計ＧＬを確認し整合させること。 

土質・地質（ボーリングデータ）については、同団地敷地西側の地点にて、平成 29 年に実施し

た調査結果を資料集の資料７、８、９に示す。 

 

1.9.2.  地下埋設物の状況 
創出地に従前建設されていた鉄筋コンクリート造４階建ての県営住宅（８号棟、10号棟、及び

11 号棟：いずれも杭あり）は、解体撤去済みで杭引き抜きは全て完了しており、引き抜き状況は

資料集の資料 10、11、12 のとおりである。 

 

1.9.3.  下水道の状況 
創出地は公共用下水道区域内にある。 

 

1.9.4.  供給処理施設との接続 
創出地は団地の敷地内にあり、四方を団地内道路に接している。団地内道路は埼玉県が所有す

る行政財産であり、創設地から団地内道路に埋設されている排水管などへの接続にあたっては、

行政財産使用許可が必要になる。 

 

1.9.5.  景観への配慮 
景観誘導区域に指定されていることを踏まえ「さいたま市景観計画」、「さいたま市景観色彩ガ

イドライン」を満たすとともに、周辺環境との調和や良好な景観形成に配慮した計画とする。 

 

1.9.6.  環境への配慮 
再生可能エネルギー（太陽光・太陽熱など）を積極的に導入した計画とすることとし、省エネ

ルギー化に配慮した施設とする。 
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1.10.  協議窓口 
創出地活用施設の整備・運営において、主な協議窓口は以下のとおりである。 

問い合わせ・協議事項 相談・協議・申請等窓口 

供
給
処
理
施
設 

下水道 

（汚水、雨水） 

さいたま市 建設局 北部建設事務所 下水道管理課 

TEL 048-646-3248 

上水道 
さいたま市 水道局 業務部 給水工事課 

TEL 048-714-3089 

電気 
東京電力㈱ 埼玉カスタマーセンター 

TEL 0120-995-442 

開発許可 
さいたま市 都市局 都市計画部 北部都市計画指導課 

TEL 048-646-3184 

周辺道路の認定幅員 
さいたま市 建設局 北部建設事務所 土木管理課 

TEL 048-646-3199 

建築確認 
さいたま市 建設局 北部建設事務所 建築審査課 

TEL 048-646-3242 

中高層建築物 

福祉のまちづくり 

さいたま市 建設局 北部建設事務所 建築指導課 

TEL 048-646-3235 

一団地認定 
さいたま市 建設局 建築部 建築行政課 

TEL 048-829-1533 

緑化指導基準 
さいたま市 都市局 みどり公園推進部 北部公園整備課 

TEL 048-646-3179 

景観法に基づく届出等 
さいたま市 都市局 都市計画部 北部都市計画指導課 

TEL 048-646-3178 

さいたま市地域密着型サービス事業者

に関する公募 

さいたま市 福祉局 長寿応援部 介護保険課 

TEL 048-829-1265 

既存建築物等に関する資料 

導入機能の用途区分 

（住宅用・営利用・非営利用） 

埼玉県 都市整備部 住宅課 

TEL 048-830-5569 

行政財産使用許可 
埼玉県住宅供給公社 大宮支所 

TEL 048-645-1772 

※上記の窓口に加えて、創出地活用施設を整備・運営するにあたり必要とされる手続き等について、適宜、

関係機関に問い合わせの上、適切に対応すること。 

 

2.  応募資格要件 
2.1.  応募者の資格要件 

(1) 応募者は、単独の法人格を有する団体（以下「単独応募者」という。）若しくは複数の法人

格を有する団体（以下「構成員」という。）で構成されるグループ（以下「グループ応募者」

という。）であること。 

(2) 応募に際しては、単独応募者は、以下の要件を満たさなければならない。また、グループ

応募者は、以下の要件を満たす構成員を含めなければならない。 

a) 創出地活用施設を所有する者であること。 

b) 創出地活用施設の導入機能（必須機能及び任意機能）を運営する者であること。 

c) 必須機能を運営する者は、社会福祉法人であること。社会福祉法人以外の場合は、令和
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８年４月１日現在、介護保険サービス事業を運営しており、かつ１年以上の実績があるこ

と。 

(3) グループ応募者は、応募手続きを行う者で、県を相手方として定期借地権設定契約を締結

する構成員（創出地活用施設を所有する者）を代表応募者として定めること。単独応募者の

場合には、当該者をもって代表応募者とする。 

(4) グループ応募者の構成員について、代表応募者及び創出地活用施設の必須機能を運営する

構成員は事業参加申込書の受付日以降、任意機能の構成員は事業提案書の受付日以降、変更

及び追加を原則認めない。 

(5) 単独応募者又は一つのグループ応募者に属している構成員は、他のグループ応募者の構成

員になることはできない。 

 

2.2.  応募者の制限 
以下に該当する者は、単独応募者又はグループ応募者の構成員となることはできない。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４の規定に該当する者。 

(2) 埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成 21 年施行）の規定による入札参加停

止措置を受けている者 

(3) 手形交換所（電子交換所）による取引停止処分を受けている者 

(4)  破産法（平成 16年法律第 75号）に基づき破産手続開始の申立てがなされている者、会社

更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされた者、民事再生法

（平成 11年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（ただし、後二

者のうち、手続開始の決定後、裁判所から更生計画又は再生計画が認可され、県の審査を受

けて応募資格を有すると認められた者を除く。） 

(5)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号

及び同条第６号の規定による暴力団又は暴力団員が経営する企業若しくは実質的に経営を支

配する企業又はこれに準ずる者 

(6) 埼玉県暴力団排除条例（平成 23 年埼玉県条例第 39 号）第 29 条の規定により公表をされて

いる者。 

(7) 直近２事業年度の法人税、消費税及び県税に係る徴収金を滞納している者 

 

2.3.  参加資格確認基準日 
参加資格要件等の確認基準日は、事業参加申込書の提出日とする。 

 

2.4.  契約締結までに資格を喪失した場合の取扱い 
事業提案書を提出した応募者が、事業提案書の受付日以降に応募者資格要件を欠くこととなっ

た場合の対応は、次のとおりとする。 

(1) 事業提案書の受付日から優先交渉権者決定までの間に、応募者が応募者資格要件を欠くこ

ととなった場合には失格とする。ただし、グループ応募者の代表応募者以外の構成員が応募

者資格要件を欠くこととなった場合で、その理由がやむを得ないと県が認めた場合には構成

員の変更ができるものとする。 

(2) 優先交渉権者決定日から定期借地権設定契約の締結日までの間に、応募者が応募者資格要
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件を欠くこととなった場合には、県は基本協定を締結せず又は基本協定を解除する。これに

より基本協定を締結せず又は基本協定を解除しても、県は一切責を負わない。ただし、グル

ープ応募者の代表応募者以外の構成員が応募者資格要件を欠くこととなった場合で、その理

由がやむを得ないと県が認めた場合には構成員の変更ができるものとする。 

 

3.  応募手続き 
3.1.  応募手続き 
3.1.1.  募集要項の公表 
募集要項は、埼玉県都市整備部住宅課のホームページにおいて公表する。 

 

3.1.2.  募集要項に関する質問回答 
本募集要項の記載内容に関して質問事項がある場合は、質問回答を以下のとおり行うものとす

る。 

(1)  受付期間 
令和８年４月２日（木）午前９時～令和８年４月 17 日（金）午後４時 

 

(2)  提出方法 
質問を「募集要項に関する質問書（様式 1）」に簡潔にまとめ、電子メールでのファイル添

付（Word 形式）にて、「７．本事業に関する窓口」に提出すること。なお、電話・FAX・郵送

での受付は行わない。 

また、件名を「募集要項に関する質問書（法人名等）」とすることとし、電子メール送信後、

速やかに「７．本事業に関する窓口」まで電話連絡により送達の確認をする。 

 

(3)  回答公表日（予定） 
令和８年４月 27 日（月） 

 

(4)  回答公表方法 
埼玉県都市整備部住宅課のホームページで行う。また、法人名等は公表しないものとする。 

なお、質問者の特殊な技術やノウハウ等に関し、質問者の権利、競争性の地位、その他正当

な利益を害する恐れがあるため、質問者の希望により公表を望まない質問については、県が認

めた場合に限り公表を行わず個別に回答することができることとする。 

また、質問がない場合でも県からのお知らせをホームページに掲載することがある。 

 

3.1.3.  事業参加申込書の提出 
本事業に応募する意思のある者は、所定の様式の事業参加申込書を、応募者にかかる書類とし

て様式集で指定する資料等を添えて提出する。事業参加申込書の提出は「７．本事業に関する窓

口」に郵送（書留）又は電子メールを原則とする。 

なお、期限までに事業参加申込書を提出しなかった者は、本事業に応募することができない（事

業提案書を提出することができない）ことに注意する。 

 



 
 

- 8 - 

(1)  事業参加申込書の受付 
a） 受付期間  

令和８年４月２日（木）～４月 30日（木） 必着 

b） 受付場所 
「７．本事業に関する窓口」とする。 

c） 提出方法 
提出する電子データは PDF 形式とし、各電子データのタイトルは様式番号及び様式名とす

る。 

郵送（書留）の場合は、事業参加申込書の全ての電子データを収めた CD-R を１枚提出する。

CD-R の表面に「県営大宮砂団地再生事業 事業参加申込関連書類 ●●（応募者名）」を記

載する。  

 電子メールの場合は、件名を「県営大宮砂団地再生事業 事業参加申込関連書類 ●●（応

募者名）」とし、電子メール送信後、速やかに「７．本事業に関する窓口」まで電話連絡によ

り送達の確認をする。 

なお、電子メール１通あたりのファイル添付の最大容量は 10MB とする。 

 

(2)  事業参加申込書の取扱い 
a) 提出された事業参加申込書は返却しない。 

b) 原則、事業参加申込書の変更、差し替えもしくは再提出は認めない。ただし、事業参加

申込書の内容に疑義がある場合、当該項目について照会する場合がある。照会等によっ

て修正が必要となった場合、県からの通知等に基づき、事業参加申込書の再提出をしな

ければならない。なお、県が指定する日までに再提出がなかった場合、事業参加申込書

の提出がなかったものとみなす。 

 

3.1.4.  事業提案書の提出 
資格審査の要件を満たした応募者は、所定の様式等により提案内容を記載した事業提案書を提

出する。事業提案書の提出は「７．本事業に関する窓口」に郵送（書留）又は電子メールを原則

とする。 

(1)  事業提案書の受付 
a） 受付期間  

令和８年５月 19 日（火）～６月 30日（火） 必着 

b） 受付場所 
「７．本事業に関する窓口」とする。 

c） 提出方法 
提出する電子データは PDF 形式とし、各電子データのタイトルは様式番号及び様式名とす

る。 

また、電子データ化にあたり、文字検索機能が利用できる形式とする。なお、様式が Excel

形式のものについては、提出するデータを PDF 形式の他、Excel 形式でも提出すること。 

郵送（書留）の場合は、事業提案書の全ての電子データを収めた CD-R を１枚提出する。CD-R

の表面に「県営大宮砂団地再生事業 事業提案書 ●●（応募者名）」を記載する。  
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 電子メールの場合は、件名を「県営大宮砂団地再生事業 事業提案書 ●●（応募者名）」

とし、電子メール送信後、速やかに「７．本事業に関する窓口」まで電話連絡により送達の

確認をする。 

なお、電子メール１通あたりのファイル添付の最大容量は 10MB とする。 
 

(2)  事業提案書の取扱い 
ａ) 提出された事業提案書は返却しない。 

ｂ）原則、事業提案書の変更、差し替えもしくは再提出は認めない。ただし、事業提案書の

内容に疑義がある場合、当該項目について照会する場合がある。照会等によって修正が

必要となった場合、県からの通知等に基づき、事業提案書の再提出をしなければならな

い。なお、県が指定する日までに再提出がなかった場合、事業提案書の提出がなかった

ものとみなす。 

 

3.2.  応募にあたっての留意事項 
(1)  募集要項の承諾・複数提案の禁止 

応募者は、事業参加申込書の提出をもって、募集要項の記載内容を承諾したものとする。応

募者は、複数の提案を行うことはできない。 

 

(2)  提出書類 
県が指示した場合を除き、提案書に法人名または会社名やロゴマーク等応募者を特定できる

表現や設計者名等を記載してはならない。 

 

(3)  費用負担 
応募にかかる費用については、全て応募者の負担とする。 

 

(4)  使用言語及び単位 
提案に際して使用する言語は日本語、使用する単位は計量法（平成４年法律第 51 号）に定

めるもの、通貨は円を使用する。 

 

(5)  事業提案書の著作権等 
事業提案書の著作権は、応募者に帰属する。ただし、事業提案書について、事業者の選定・

公表・展示・その他県が必要と認めるときには、県はこれを使用できるものとする。応募者は、

事業提案書の提出をもって当該公表等に同意したものとする。 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護

される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法等を使用した結果生じ

た責任は、提案を行った応募者が負う。 

 

(6)  県からの提示資料の取扱い 
県が提供する資料は、応募にかかる検討以外の目的で使用することができない。 
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(7)  公募の取止め 
不測の事態が生じた場合など、都合により公募を取止めることがある。 

 

4.  事業者の選定方法 
4.1.  事業者選定方式 

公募型プロポーザル方式により行うものとする。なお、応募者が１者であっても選定を行う。 

 

4.2.  審査内容 
本事業の審査は、「資格審査」と「提案審査」により行うものとする。具体的な基準については、

選定基準にて示す。 

 

4.2.1.  資格審査 
資格審査では、県が応募者の応募資格要件、資力・信用力を確認審査する。 

 

4.2.2.  提案審査 
4.2.1.資格審査の結果、失格とならなかった応募者の提出した事業提案書を確認審査する。 

提案審査では、県が応募者の①団地及び周辺地域に居住者等へのサービス内容及び事業の安定

性・継続性、②さいたま市地域密着型サービス事業者公募の選定＊について確認審査する。 

提案審査の要件を満たした応募者を、県が優先交渉権者として決定する。 

＊応募者は、1.4.1.の必須機能に示す「令和８（２０２６）年度さいたま市地域密着型サービス

公募要領」に基づく公募において、さいたま市の選定結果が分かる通知を受領後、速やかにそ

の写しを県に提出すること。 

 

4.3.  審査結果の通知 
(1)  資格審査 

資格審査の結果を事業参加申込書を提出した全ての者に電子メールで通知する。 

資格審査の結果については、通知した日の翌日から起算して７日（埼玉県の休日を定める条

例（平成元年埼玉県条例第３号）第１条に規定する県の休日は含まない）以内に、資格審査の

結果に関する説明請求（様式３）により、その理由について説明を求めることができる。 

通知予定日：令和８年５月 15日（金） 

 

(2)  提案審査 
提案審査の結果は、提案審査を受けた応募者全てに電子メールで通知する。 

提案審査の結果については、通知した日の翌日から起算して７日（埼玉県の休日に定める条

例（平成元年埼玉県条例第３号）第１条に規定する県の休日は含まない）以内に、提案審査の

結果に関する説明請求（様式 4）により、その理由について説明を求めることができる。 

 

4.4.  事業者の公表 
定期借地権設定契約を締結した事業者を埼玉県都市整備部住宅課のホームページにおいて公表

する。 
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4.5.  失格事項 
審査において、以下のいずれかに該当することが判明した場合は、当該応募者を失格とする。 

(1) 応募者の応募資格要件の具備並びに資力・信用力が審査基準に適合しない場合 

(2) 提出期限までに事業提案書が提出されなかった場合 

(3) 事業提案書に虚偽の記載等があった場合 

(4) 事業提案書に重大な不備・不足があった場合 

(5) 選定の公平性に影響を与える行為があった場合 

(6) 本募集要項に違反すると認められる場合 

(7) 事業提案書の内容に重大な問題点があり、県が失格と判断した場合 

(8) 事業提案書で提案した地域密着型サービスについて、当該地域密着型サービスを運営する

者が、「令和８（２０２６）年度さいたま市地域密着型サービス事業者公募要領（令和８年４

月１日 さいたま市福祉局長寿応援部介護保険課）」に基づく本事業に係る開設計画書等の提

出を令和８年６月 30 日までに行っていない場合 

(9) その他不正行為があった場合 

 

5.  契約に関する事項 
5.1.  基本協定 

優先交渉権者となった応募者（以下「決定優先交渉権者」という。）は、優先交渉権者決定後、

速やかに県を相手方として、定期借地権設定契約締結に向けた協議に関する事項や事業スケジュ

ールを遵守するための準備行為に関する事項等を定めた基本協定を締結する。 

なお、基本協定の締結にあたり、より良い事業となるよう事業提案書の修正を県が求めること

がある。この場合、決定優先交渉権者は県との協議に応じなければならない。 

県は決定優先交渉権者の事由により基本協定を締結しない場合、損害の賠償を請求することが

ある。 

 

5.2.  定期借地権設定契約 
(1) 決定優先交渉権者の代表応募者は、県を相手方として、事業の内容について協議の上、募

集要項、事業提案書、基本協定書に基づき、定期借地権設定契約を締結する（以下、契約を

締結する決定優先交渉権者の代表応募者を「契約締結者」という。）。 

(2) 定期借地権設定契約の締結にあたっては、軽微な事項を除き、原則、募集要項に示した契

約内容について変更できないことに留意すること。ただし、契約締結後 30年を経過し、予め

県と協議して事前の承諾を得た場合は、この限りでない。 

(3) 定期借地権設定契約締結に係る契約締結者側の弁護士費用、印紙代等は、契約締結者の負

担とする。 

(4) 定期借地権設定契約締結後に、創出地活用施設にかかる法令上の指定等が得られなかった

場合には、県は契約を解除することができる。 

 

5.3.  原状回復義務 
(1) 契約締結者は、契約期間が終了するまでに、又は契約が解除されたときは、この土地に存
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する建物その他工作物等を安全に解体、撤去し、この土地を整地するとともに、土壌汚染そ

の他必要な調査を行い、この土地を原状回復して県に返還しなければならない。ただし、県

の承認を得た基礎杭及び構築物については、解体、撤去を行わないことができるものとする。

なお、契約締結者が、定期借地権設定契約締結の日に既に土壌汚染が存することを証明した

場合は、契約締結者は既存の土壌汚染について責を負わないものとする。 

(2) 契約締結者は、前項の契約期間が終了するまでに行う原状回復にあたっては、解体、撤去

及び検査計画書を作成し、定期借地権設定契約期間終了日の１年前までに県に提出し承認を

得なければならない。 

 

5.4.  土地等の権利設定 
土地等の権利設定については、次のとおりとする。 

(1) 契約締結者は、創出地活用施設（付随する工作物等を含む）を自ら管理・所有しなければ

ならない。 

(2) 県は、契約締結者の事業破綻等に際し、土地の引渡しが期限内に完了しないと認められる

とき、創出地活用施設（付随する工作物等を含む）の解体撤去又は土地の原状回復を行う場

合がある。 

(3) 契約締結者が以下の行為等を行おうとする場合には、あらかじめ県の承諾を得なければな

らない。 

a) 定期借地権設定契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡若しくは転貸し、担保そ

の他の権利の用に供し、又は本契約上の地位を継承しようとするとき。 

b) 創出地活用施設（付随する工作物等を含む）の全部又は一部の所有権を移転しようとす

るとき。 

c) 創出地活用施設（付随する工作物等を含む）の全部又は一部を担保提供その他の方法に

より処分しようとするとき。 

d) 創出地活用施設（付随する工作物等を含む）を再築し、又は増改築しようとするとき。 

e) 創出地活用施設（付随する工作物等を含む）を事業提案書記載の用途以外に使用すると

き又は使用させようとするとき。 

f) 創出地活用施設（付随する工作物等を含む）を事業提案書記載の者以外に使用させよう

とするとき。 

 

6.  事業実施に関する事項 
6.1.  誠実な事業遂行義務 

契約締結者は、募集要項、事業提案書、基本協定書及び定期借地権設定契約書等に定めるとこ

ろにより、誠実に業務を遂行しなければならない。 

 

6.2.  事業実施にあたっての留意事項 
本事業における各段階の留意事項は以下のとおりである。なお、創出地活用施設の内容につい

て団地及び周辺住民に対して十分に説明するとともに、苦情等には契約締結者が自ら誠実かつ責

任をもって対応するものとする。 
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6.2.1.  事前調査段階 
創出地活用施設の整備等に必要な調査（地質調査等）を行う場合、契約締結者は県の要請に応

じて事前説明書及び事後報告書等（任意様式）を提出する。 

なお、定期借地権設定契約締結後における創出地引渡し日までの調査等については、実施前に

県と協議し、必要に応じて許可申請等の手続きを行う。 

 

6.2.2.  設計段階 
創出地活用施設の設計が終了した際には、契約締結者は速やかに県に設計図書を提出する。 

 

6.2.3.  建設段階 
契約締結者は建設工事中の騒音・振動・粉塵等に対して必要な対策を講じるとともに、建設工

事について団地及び周辺住民から苦情が寄せられた場合には誠意をもって対応し、契約締結者自

らの責任及び費用において対応すること。なお、建設工事は原則、土日・祝日は休工とする。 

契約締結者は創出地活用施設の工事が終了した際には速やかに県に報告する。 

 

6.2.4.  運営段階 
契約締結者は、創出地活用施設の利用者に対し、誠意を持って対応し、適切に運営する。 

 

6.2.5.  事業終了時 
創出地活用施設に入居系施設がある場合、契約締結者は、定期借地権設定契約期間終了日まで

に入居者等の生活を保護するために必要な対応をすること。また、契約締結者は創出地活用施設

の除却にあたっては、事前に創出地活用施設の利用者、団地及び周辺住民に対して十分な説明を

行う。 

 

6.2.6.  その他 
契約締結者は創出地引渡し日以降、創出地について自らの責任において適切に管理をすること。 

また、契約締結者は本事業に関連して県が行う一団地認定の手続き等に協力すること。 

 

6.3.  年次業務報告書等の提出 
契約締結者は、本事業に係る年次業務報告書及び決算状況報告書（様式任意）を作成し、各事

業年度経過後３ヶ月以内に県に提出する。 

年次業務報告書及び決算状況報告書で対象とする業務は、創出地活用施設の整備業務及び導入

機能（必須機能及び任意機能）の運営業務とする。 

 

6.4.  事業期間中の県と事業者の関わり 
本事業は契約締結者の責任において遂行される。また、県は基本協定書や定期借地権設定契約

書に定められた方法により、事業実施状況について確認を行う。 

事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合には、県と契約締結者は誠意をもって協議

する。 
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6.5.  法制上・税制上の措置及び支援 
本事業に係る法制上及び税制上の措置は想定していない。法制や税制の改正により措置が可能

となる場合、県は必要に応じて協力を行う。 

 

6.6.  リスク分担 
県と事業者の責任分担は、資料２「リスク分担表」、資料４「基本協定書（案）」、資料５「定期

借地権設定契約書（案）」によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定した上で、提案を行

う。 

 

7.  本事業に関する窓口 
埼玉県 都市整備部 住宅課 住宅経営担当 

住 所：〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

電 話：048-830-5569     

E-mail：a5550-02@pref.saitama.lg.jp

mailto:a5550-02@pref.saitama.lg.jp


 

 

 


